
3 　Yakumo Public Relations Vol.245

※３月３日（月）八雲町役場の会場で、八雲税務署によるスマホ申告スペースが設営されます。

●�会場の混雑防止、待ち時間を短縮するため、申告に必要な書類は、自宅で作成し、お持ちください。上
記会場が混雑している場合、未作成の方の申告を当日に受付できない場合があります。ご自身で作成す
ることが難しい場合は、税理士への委託をご検討ください。用紙は税務署、役場での配付のほか、国税
庁ＨＰから印刷することができます。
●�医療費は、人ごと・病院ごとに整理および計算をし、医療費控除の明細書等に金額を記載した状態でお
持ちください。
●�白色申告を行う事業者等の方は、収入・経費等の金額を科目ごとに合計し、その金額を収支内訳書に記
載してお持ちください。帳簿やノートにまとめられている場合は、収支内訳書の様式に書き直しをお願
いします。資料がまとまっていない場合は、当日の受付相談をお受けできないこともありますので、ご
留意ください。

【問い合わせ先】　財務課住民税係　☎０１３７－６２－２１１４　

　税務署では、来署せずに、自宅等から申告手続が完了する「e-Tax 申告」
を推奨しています。
　マイナンバーカードとスマホがあれば「e-Tax 申告」ができますので、
簡単・便利なスマホからの「e-Tax 申告」をぜひご利用ください。

　八雲税務署で申告相談を希望される方は、国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントからのオンライン事前予
約が便利ですので、ぜひご活用ください（当日受付も行っておりますが、相談枠には限りがあります）。
　なお、譲渡所得・贈与税に関する申告相談のオンライン事前予約については、火曜日の受け付けは
しておりませんので、ご注意ください。
【確定申告会場開設期間】　２月16日㈪から３月16日㈪まで
【相談受付時間】　　　　　午前９時から午後１時まで※�平日のみ
【問い合わせ先】　　　　　八雲税務署　☎０１３７－６３－２１４８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※自動音声が流れますので「２」を選択してください。

相談日 受付時間 会　　場 相談日 受付時間 会　　場

２月16日㈪ 10：00～15：00 熊石総合センター ３月３日㈫ 9：30～16：00

役場２階
第１・２会議室

２月18日㈬ 10：00～15：00
ふれあい交流センター
くまいし館　集会室

３月５日㈭ 9：30～16：00

２月19日㈭ 10：00～15：00 ３月６日㈮ 9：30～16：00

２月20日㈮ 10：00～15：00 ３月９日㈪ 9：30～16：00

２月25日㈬ 10：00～15：00
落部町民センター

３月10日㈫ 9：30～16：00

２月26日㈭ 10：00～15：00 ３月12日㈭ 9：30～15：00

３月２日㈪ 9：30～16：00 役場２階
第１・２会議室 ３月13日㈮ 9：30～12：00

※大変混雑するため、確定申告を行う方は八雲税務署または電子申告の利用をご検討ください。

詳しくは、国税
庁HPをご確認
ください。　➡

国税庁
ＬＩＮＥ公式アカウント
はこちら。� ➡

申 告 相 談 日

申告相談時のお願い

確定申告はマイナンバーカードとスマホを使って自宅からe-Taxが便利です！

確定申告会場での相談の申込みは、オンライン事前予約が便利です！

八雲税務署からのお知らせ


